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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　本体部に対して、巻き取り及び展開が可能なフレキシブルな表示素子を備えた携帯機器
において、
　前記表示素子の背面に、前記表示素子の巻き取り時には前記表示素子の背面に密着し、
前記表示素子の展開時は撓みが生じることにより、前記表示素子から少なくとも中央部が
離間した湾曲形状となる裏板を設け、
　前記表示素子の展開時には、前記表示素子と前記裏板との２つの組み合わせからなる構
造体によって前記表示素子の平面性を維持するとともに、前記表示素子と中央部が離間し
た湾曲形状をなす前記裏板の、前記展開方向に垂直な断面によって囲まれた開口形状を有
する前記表示素子及び前記裏板の引出口を前記本体部に設け、前記引出口によって前記裏
板と前記表示素子の縁部が保持されることにより、前記本体部に対して前記表示素子の根
元が位置決めされ、前記表示素子が、平面性を保ちながら前記本体部から一定の方向に突
き出た形状が維持されるように構成されたことを特徴とする携帯機器。
【請求項２】
　前記裏板は、前記表示素子の展開時は撓みが生じることにより、前記表示素子から中央
部が離間したＶ字型断面を持つ形状であることを特徴とする請求項１に記載の携帯機器。
【請求項３】
　撓みが生じる表示素子の展開時において、前記表示素子から中央部が離間した前記裏板
の湾曲部に、前記表示素子の展開方向に沿って延びる複数の尾根部材を形成し、前記表示
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素子と前記裏板とにより囲まれた空間が形成されるように構成したことを特徴とする請求
項１または２に記載の携帯機器。
【請求項４】
　前記裏板は、一端が前記表示素子の裏面に固定されていることを特徴とする請求項１ま
たは２に記載の携帯機器。
【請求項５】
　少なくとも撮影レンズ部と撮影操作部とを備え、略円柱又は多角形柱の本体部と、携帯
時は本体部内に収納され、使用時は本体部から引き出されることにより使用可能となり、
撮影画像又は再生画像を表示する表示素子を有する撮像装置であって、
　前記表示素子には、引き出された前記表示素子に拘束力を与えて本体部に対して所定の
位置関係、形状を維持させて、前記表示素子を平面に維持するとともに、前記表示素子を
本体部内に収納する際には前記拘束力を解除するように構成された平面維持機構が取り付
けられ、
　前記平面維持機構は、前記表示素子の背面を覆う裏板であり、前記裏板は、前記表示素
子の巻き取り時には前記表示素子の背面に密着し、前記表示素子の展開時は少なくとも中
央部が前記表示素子から離間した湾曲形状となって前記表示素子を平面状に支持し、前記
本体部の前記表示素子の引出口は前記裏板が巻き取り前の形状と略同形状となる形状に形
成されるとともに、前記表示素子の表面に対向する部分に逃げ部が形成されていることを
特徴とする撮像装置。
【請求項６】
　少なくとも撮影レンズ部と撮影操作部とを備え、略円柱又は多角形柱の本体部と、携帯
時は本体部内に収納され、使用時は本体部から引き出されることにより使用可能となり、
撮影画像又は再生画像を表示する表示素子を有する撮像装置であって、
　前記表示素子には、引き出された前記表示素子に拘束力を与えて本体部に対して所定の
位置関係、形状を維持させて、前記表示素子を平面に維持するとともに、前記表示素子を
本体部内に収納する際には前記拘束力を解除するように構成された平面維持機構が取り付
けられ、
　前記平面維持機構は、前記表示素子の背面を覆う裏板であり、前記裏板は、前記表示素
子の巻き取り時には前記表示素子の背面に密着し、前記表示素子の展開時は少なくとも中
央部が前記表示素子から離間して前記表示素子を平面状に支持し、前記本体部の前記表示
素子の引出口は、前記裏板が巻き取り前の形状よりも所定量扁平形状となる形状に形成さ
れるとともに、前記表示素子の表面に対向する部分に逃げ部が形成されていることを特徴
とする撮像装置。
【請求項７】
　少なくとも撮影レンズ部と撮影操作部とを備え、略円柱又は多角形柱の本体部と、携帯
時は本体部内に収納され、使用時は本体部から引き出されることにより使用可能となり、
撮影画像又は再生画像を表示する表示素子を有する撮像装置であって、
　前記表示素子には、引き出された前記表示素子に拘束力を与えて本体部に対して所定の
位置関係、形状を維持させて、前記表示素子を平面に維持するとともに、前記表示素子を
本体部内に収納する際には前記拘束力を解除するように構成された平面維持機構が取り付
けられ、
　前記平面維持機構は、前記表示素子の背面を覆う裏板であり、前記裏板は、前記表示素
子の巻き取り時には前記表示素子の背面に密着し、前記表示素子の展開時は少なくとも中
央部が前記表示素子から離間して前記表示素子を平面状に支持し、前記本体部の前記表示
素子の引出口は、前記裏板が巻き取り前の形状よりも扁平形状となる形状に形成されると
ともに、前記表示素子の表面に対向する部分に逃げ部が形成されていることを特徴とする
撮像装置。
【請求項８】
　少なくとも撮影レンズ部と撮影操作部とを備え、略円柱又は多角形柱の本体部と、携帯
時は本体部内に収納され、使用時は本体部から引き出されることにより使用可能となり、
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撮影画像又は再生画像を表示する表示素子を有する撮像装置であって、
　前記表示素子には、引き出された前記表示素子に拘束力を与えて本体部に対して所定の
位置関係、形状を維持させて、前記表示素子を平面に維持するとともに、前記表示素子を
本体部内に収納する際には前記拘束力を解除するように構成された平面維持機構が取り付
けられ、
　前記平面維持機構は、前記表示素子の背面を覆う裏板であり、前記裏板は、前記表示素
子の巻き取り時には前記表示素子の背面に密着し、前記表示素子の展開時は少なくとも中
央部が前記表示素子から離間して前記表示素子を平面状に支持し、前記本体部の前記表示
素子の引出口は、前記裏板が巻き取り前の形状と略同形状となる形状に形成されるととも
に、前記表示素子の表面に対向する部分に中央に近づくほど大きくなる逃げ部が形成され
ていることを特徴とする撮像装置。
【請求項９】
　前記携帯機器の本体部の前記表示素子の引出口は、前記裏板が巻き取り前の形状と略同
形状となる形状に形成されるとともに、前記表示素子の表面に対向する部分に逃げ部が形
成されていることを特徴とする請求項１～４のいずれかに記載の携帯機器。
【請求項１０】
　前記携帯機器の本体部の前記表示素子の引出口は、前記裏板が巻き取り前の形状よりも
所定量扁平形状となる形状に形成されるとともに、前記表示素子の表面に対向する部分に
逃げ部が形成されていることを特徴とする請求項１～４のいずれかに記載の携帯機器。
【請求項１１】
　前記携帯機器の本体部の前記表示素子の引出口は、前記裏板が巻き取り前の形状よりも
扁平形状となる形状に形成されるとともに、前記表示素子の表面に対向する部分に逃げ部
が形成されていることを特徴とする請求項１～４のいずれかに記載の携帯機器。
【請求項１２】
　前記携帯機器の本体部の前記表示素子の引出口は、前記裏板が巻き取り前の形状と略同
形状となる形状に形成されるとともに、前記表示素子の表面に対向する部分に中央に近づ
くほど大きくなる逃げ部が形成されていることを特徴とする請求項１～４のいずれかに記
載の携帯機器。
【請求項１３】
　前記表示素子の移動を検出する検出手段を備え、前記表示素子の第一の位置から第二の
位置への移動に連動して、動作モードが切り替えられることを特徴とする請求項５～８の
いずれかに記載の撮像装置。
【請求項１４】
　前記裏板の画面表示部分の両端に回り込む部分に凸部が設けられていることを特徴とす
る請求項５～８、１３のいずれかに記載の撮像装置。
【請求項１５】
　前記本体部に内蔵された前記表示素子の巻取軸の、巻き取り時に表示範囲外の部分が接
触する位置に巻取検出ＳＷが設けられ、前記表示素子の巻き取り時には表示部の少なくと
も一部の表示をＯＦＦすることを特徴とする請求項５～８、１３、１４のいずれかに記載
の撮像装置。
【請求項１６】
　フレキシブルな表示素子の背面に、展開時は撓みが生じることにより、前記表示素子か
ら中央部が離間した湾曲形状となり、収納時は展開時より前記表示素子に密着する裏板が
設けられたものであって、前記裏板の前記表示素子側に反射面が設けられ、前記反射面と
前記表示素子との間に発光素子が設けられたことを特徴とする携帯機器。
【請求項１７】
　弾性部材を用いて前記表示素子と前記反射面の中間位置に前記発光素子が設けられ、前
記表示素子の巻き取り時は密着して巻き取り可能に構成されたことを特徴とする請求項１
６に記載の携帯機器。
【請求項１８】
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　前記弾性部材は、前記発光素子の配線を備えるフレキシブルプリント板であることを特
徴とする請求項１７に記載の携帯機器。
【請求項１９】
　前記裏板は、前記表示素子の巻き取り時は前記表示素子に密着し、展開時は撓みが生じ
ることにより、前記表示素子から複数の湾曲部が離間した尾根状に形成されていることを
特徴とする請求項１６～１８のいずれかに記載の携帯機器。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、携帯性、収納性、及び操作性に優れた表示素子及び携帯機器並びに撮像装置
に関する。
【背景技術】
【０００２】
　情報機器において、フレキシブルな表示素子を用いて、携帯時のサイズを小型化するも
のは多く提案されている。例えば、特許文献１の巻き取り型ディスプレイのようにサーマ
ルヘッドで記録した画像を見るものがある。特許文献１の機器本体から機器の引き出した
記録媒体は紙状の柔軟性を有し、自己では平面性を有していない。したがって、その特性
から特許文献１の図からも分かるように両手で記録媒体を把持して記録媒体の平面性を保
持することが必要であった。
【０００３】
　特許文献２、及び特許文献３のように可撓性のディスプレイを有したものもあるが、こ
れらも以下のような欠点を有していた。すなわち、機器本体から引き出した時のディスプ
レイ部の形状保持を考えて、ディスプレイ部の強度を高めると収納時の巻き取りの抵抗と
なり、巻き取りが困難となっていた。一方、巻き取りを容易にするため、ディスプレイ部
の柔軟性を高めるとディスプレイ部の形状保持力が弱く、平面性を維持するためには、機
器本体とは反対側の把持部を把持する必要があり、操作性に難があった。
【０００４】
　更に、特許文献４には引き出し時に表示体を湾曲させるものが提案されている（特許文
献４の請求項１及び段落[００２２]）が、湾曲が小さければ強度が不十分になり、湾曲に
よって十分な強度を得ようとすれば、湾曲を大きくせねばならず、表示が湾曲して見え、
また、設計上の縦横比通りに見えないという欠点があった。
【０００５】
　更にまた、特許文献５、及び特許文献６には、ディスプレイ部の平面性を維持するため
に、ディスプレイ部の周囲に枠を設けたものが提案されているが、これは、枠の部分を巻
き取ることができないので、枠の収納に問題があり、収納が煩雑で小型化にも限界があっ
た。
【０００６】
　同様に、特許文献７、及び特許文献８も折り畳み程度にしかできず、巻き取りに比べて
小型化の度合いが小さかった。
【特許文献１】特開平９－２１６４６５号公報
【特許文献２】特開２００３－２５００７４号公報
【特許文献３】特開２００３－２７４２５０号公報
【特許文献４】特開２０００－１９９８０号公報
【特許文献５】特開２０００－１００８６号公報
【特許文献６】特開平９－１３４１３２号公報
【特許文献７】特開２００４－１１８８０３号公報
【特許文献８】特開２００４－１０９３８２号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
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　上述の如く、従来技術には、フレキシブルな表示素子を用いて、携帯時のサイズを小型
化するものが多数提案されているものの、いずれの方法にも巻き取りの容易性（収納性）
、及び使用時の平面性の維持（操作性）の点で欠点があった。
【０００８】
　本発明は、携帯性、及び巻き取りの容易性と使用時の平面性の維持に優れたフレキシブ
ル表示素子及び携帯機器並びに撮像装置を提案することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　請求項１に記載の携帯機器の発明は、前記目的を達成するために、本体部に対して、巻
き取り及び展開が可能なフレキシブルな表示素子を備えた携帯機器において、前記表示素
子の背面に、前記表示素子の巻き取り時には前記表示素子の背面に密着し、前記表示素子
の展開時は撓みが生じることにより、前記表示素子から少なくとも中央部が離間した湾曲
形状となる裏板を設け、前記表示素子の展開時には、前記表示素子と前記裏板との２つの
組み合わせからなる構造体によって前記表示素子の平面性を維持するとともに、前記表示
素子と中央部が離間した湾曲形状をなす前記裏板の、前記展開方向に垂直な断面によって
囲まれた開口形状を有する前記表示素子及び前記裏板の引出口を前記本体部に設け、前記
引出口によって前記裏板と前記表示素子の縁部が保持されることにより、前記本体部に対
して前記表示素子の根元が位置決めされ、前記表示素子が、平面性を保ちながら前記本体
部から一定の方向に突き出た形状が維持されるように構成されたことを特徴としている。
【００１０】
　請求項１に記載の携帯機器の発明によれば、表示素子と裏板とからなる簡単な構造によ
り、巻き取り、持ち運びができるとともに、展開時は平面状に支持することができる。よ
って、携帯性、及び巻き取りの容易性と使用時の平面性の維持に優れた表示素子を備えた
携帯機器を提供できる。
【００１５】
　請求項２に記載の携帯機器の発明は、請求項１において、前記裏板は、前記表示素子の
展開時は撓みが生じることにより、前記表示素子から中央部が離間したＶ字型断面を持つ
形状であることを特徴としている。
【００１６】
　請求項２に記載の携帯機器の発明は、裏板の形状安定性が高く、加工、製品検査が簡単
になるという利点がある。
【００１７】
　請求項３に記載の携帯機器の発明は、請求項１または２において、撓みが生じる表示素
子の展開時において、前記表示素子から中央部が離間した前記裏板の湾曲部に、前記表示
素子の展開方向に沿って延びる複数の尾根部材を形成し、前記表示素子と前記裏板とによ
り囲まれた空間が形成されるように構成したことを特徴としている。
【００１８】
　請求項３に記載の携帯機器の発明によれば、表示素子を展開してテーブルに置いたとき
の安定性が高くなる。
【００１９】
　請求項４に記載の携帯機器の発明は、請求項１または２において、前記裏板は、一端が
前記表示素子の裏面に固定されていることを特徴としている。
【００２０】
　請求項４に記載の携帯機器の発明によれば、裏板の一端を表示素子の裏面に固定したの
で、がたつきによる輸送中の濁音が少なくなる。
【００２３】
　請求項５に記載の撮像装置の発明は、前記目的を達成するために、少なくとも撮影レン
ズ部と撮影操作部とを備え、略円柱又は多角形柱の本体部と、携帯時は本体部内に収納さ
れ、使用時は本体部から引き出されることにより使用可能となり、撮影画像又は再生画像
を表示する表示素子を有する撮像装置であって、前記表示素子には、引き出された前記表
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示素子に拘束力を与えて本体部に対して所定の位置関係、形状を維持させて、前記表示素
子を平面に維持するとともに、前記表示素子を本体部内に収納する際には前記拘束力を解
除するように構成された平面維持機構が取り付けられ、前記平面維持機構は、前記表示素
子の背面を覆う裏板であり、前記裏板は、前記表示素子の巻き取り時には前記表示素子の
背面に密着し、前記表示素子の展開時は少なくとも中央部が前記表示素子から離間した湾
曲形状となって前記表示素子を平面状に支持し、前記本体部の前記表示素子の引出口は前
記裏板が巻き取り前の形状と略同形状となる形状に形成されるとともに、前記表示素子の
表面に対向する部分に逃げ部が形成されていることを特徴としている。
【００２４】
　請求項５に記載の撮像装置の発明によれば、本体部の引出口の逃げ部によって表示素子
の表面が引出口に触れないのでの傷防止となるだけでなく、引出口で裏板の湾曲部を漬さ
ないので、本体部と表示素子の位置関係を拘束することができ、本体部を保持したときに
、表示素子に外力が加わっても根元部（本体部の引き出し口近傍部）の形状が維持され、
本体部と強固に一体状態を維持することができる。この撮像装置によれば、片手で本体部
を保持して撮影が可能で、収納時は簡単に巻き取ることができる。
【００２５】
　請求項６に記載の撮像装置の発明は、前記目的を達成するために、少なくとも撮影レン
ズ部と撮影操作部とを備え、略円柱又は多角形柱の本体部と、携帯時は本体部内に収納さ
れ、使用時は本体部から引き出されることにより使用可能となり、撮影画像又は再生画像
を表示する表示素子を有する撮像装置であって、前記表示素子には、引き出された前記表
示素子に拘束力を与えて本体部に対して所定の位置関係、形状を維持させて、前記表示素
子を平面に維持するとともに、前記表示素子を本体部内に収納する際には前記拘束力を解
除するように構成された平面維持機構が取り付けられ、前記平面維持機構は、前記表示素
子の背面を覆う裏板であり、前記裏板は、前記表示素子の巻き取り時には前記表示素子の
背面に密着し、前記表示素子の展開時は少なくとも中央部が前記表示素子から離間して前
記表示素子を平面状に支持し、前記本体部の前記表示素子の引出口は、前記裏板が巻き取
り前の形状よりも所定量扁平形状となる形状に形成されるとともに、前記表示素子の表面
に対向する部分に逃げ部が形成されていることを特徴としている。
【００２６】
　請求項６に記載の撮像装置の発明によれば、本体部の引出口の逃げ部によって表示素子
の表面が引出口に触れないのでの傷防止となる。また、引出口で裏板が半分程度潰される
ため、巻き取り抵抗を小さくできるが、完全には漬さないので、表示素子が簡単にはフラ
つくのを防止できる。
【００２７】
　請求項７に記載の撮像装置の発明は、前記目的を達成するために、少なくとも撮影レン
ズ部と撮影操作部とを備え、略円柱又は多角形柱の本体部と、携帯時は本体部内に収納さ
れ、使用時は本体部から引き出されることにより使用可能となり、撮影画像又は再生画像
を表示する表示素子を有する撮像装置であって、前記表示素子には、引き出された前記表
示素子に拘束力を与えて本体部に対して所定の位置関係、形状を維持させて、前記表示素
子を平面に維持するとともに、前記表示素子を本体部内に収納する際には前記拘束力を解
除するように構成された平面維持機構が取り付けられ、前記平面維持機構は、前記表示素
子の背面を覆う裏板であり、前記裏板は、前記表示素子の巻き取り時には前記表示素子の
背面に密着し、前記表示素子の展開時は少なくとも中央部が前記表示素子から離間して前
記表示素子を平面状に支持し、前記本体部の前記表示素子の引出口は、前記裏板が巻き取
り前の形状よりも扁平形状となる形状に形成されるとともに、前記表示素子の表面に対向
する部分に逃げ部が形成されていることを特徴としている。
【００２８】
　請求項７に記載の撮像装置の発明によれば、本体部の引出口の逃げ部によって表示素子
の表面が引出口に触れないのでの傷防止となる。また、引出口で裏板が潰されているので
、巻き取り抵抗が小さくなる。
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【００２９】
　請求項８に記載の撮像装置の発明は、前記目的を達成するために、少なくとも撮影レン
ズ部と撮影操作部とを備え、略円柱又は多角形柱の本体部と、携帯時は本体部内に収納さ
れ、使用時は本体部から引き出されることにより使用可能となり、撮影画像又は再生画像
を表示する表示素子を有する撮像装置であって、前記表示素子には、引き出された前記表
示素子に拘束力を与えて本体部に対して所定の位置関係、形状を維持させて、前記表示素
子を平面に維持するとともに、前記表示素子を本体部内に収納する際には前記拘束力を解
除するように構成された平面維持機構が取り付けられ、前記平面維持機構は、前記表示素
子の背面を覆う裏板であり、前記裏板は、前記表示素子の巻き取り時には前記表示素子の
背面に密着し、前記表示素子の展開時は少なくとも中央部が前記表示素子から離間して前
記表示素子を平面状に支持し、前記本体部の前記表示素子の引出口は、前記裏板が巻き取
り前の形状と略同形状となる形状に形成されるとともに、前記表示素子の表面に対向する
部分に中央に近づくほど大きくなる逃げ部が形成されていることを特徴としている。
【００３０】
　請求項８に記載の撮像装置の発明によれば、本体部の引出口の逃げ部によって表示素子
の表面が引出口に触れないのでの傷防止となるだけでなく、引出口で裏板の湾曲部を漬さ
ないので、本体部と表示素子の位置関係を拘束することができ、本体部を保持したときに
、表示素子に外力が加わっても根元部（本体部の引き出し口近傍部）の形状が維持され、
本体部と強固に一体状態を維持することができる。この撮像装置によれば、片手で本体部
を保持して撮影が可能で、収納時は簡単に巻き取ることができる。また、中央に近づくほ
ど大きくなる逃げによって、表示素子に多少のたわみがあっても表示面のこすれが発生せ
ず、傷つきを防止できる。
【００３１】
　請求項９に記載の携帯機器の発明は、請求項１～４において、前記携帯機器の本体部の
前記表示素子の引出口は、前記裏板が巻き取り前の形状と略同形状となる形状に形成され
るとともに、前記表示素子の表面に対向する部分に逃げ部が形成されていることを特徴と
している。
【００３２】
　請求項９に記載の携帯機器の発明によれば、本体部の引出口の逃げ部によって表示素子
の表面が引出口に触れないのでの傷防止となるだけでなく、引出口で裏板の湾曲部を漬さ
ないので、本体部と表示素子の位置関係を拘束することができ、本体部を保持したときに
、表示素子に外力が加わっても根元部（本体部の引き出し口近傍部）の形状が維持され、
本体部と強固に一体状態を維持することができる。この携帯機器によれば、片手で本体部
を保持して撮影が可能で、収納時は簡単に巻き取ることができる。
【００３３】
　請求項１０に記載の携帯機器の発明は、請求項１～４において、前記携帯機器の本体部
の前記表示素子の引出口は、前記裏板が巻き取り前の形状よりも所定量扁平形状となる形
状に形成されるとともに、前記表示素子の表面に対向する部分に逃げ部が形成されている
ことを特徴としている。
【００３４】
　請求項１０に記載の携帯機器の発明によれば、本体部の引出口の逃げ部によって表示素
子の表面が引出口に触れないのでの傷防止となる。また、引出口で裏板が半分程度潰され
るため、巻き取り抵抗を小さくできるが、完全には漬さないので、表示素子が簡単にはフ
ラつくのを防止できる。
【００３５】
　請求項１１に記載の携帯機器の発明は、請求項１～４のいずれかにおいて、前記携帯機
器の本体部の前記表示素子の引出口は、前記裏板が巻き取り前の形状よりも扁平形状とな
る形状に形成されるとともに、前記表示素子の表面に対向する部分に逃げ部が形成されて
いることを特徴としている。
【００３６】
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　請求項１１に記載の携帯機器の発明によれば、前記携帯機器の本体部の引出口の逃げ部
によって表示素子の表面が引出口に触れないのでの傷防止となる。また、引出口で裏板が
潰されているので、巻き取り抵抗が小さくなる。
【００３７】
　請求項１２に記載の携帯機器の発明は、請求項１～４のいずれかにおいて、前記携帯機
器の本体部の前記表示素子の引出口は、前記裏板が巻き取り前の形状と略同形状となる形
状に形成されるとともに、前記表示素子の表面に対向する部分に中央に近づくほど大きく
なる逃げ部が形成されていることを特徴としている。
【００３８】
　請求項１２に記載の携帯機器の発明によれば、本体部の引出口の逃げ部によって表示素
子の表面が引出口に触れないのでの傷防止となるだけでなく、引出口で裏板の湾曲部を漬
さないので、本体部と表示素子の位置関係を拘束することができ、本体部を保持したとき
に、表示素子に外力が加わっても根元部（本体部の引き出し口近傍部）の形状が維持され
、本体部と強固に一体状態を維持することができる。この携帯機器によれば、片手で本体
部を保持して撮影が可能で、収納時は簡単に巻き取ることができる。また、中央に近づく
ほど大きくなる逃げによって、表示素子に多少のたわみがあっても表示面のこすれが発生
せず、傷つきを防止できる。
【００３９】
　請求項１３に記載の撮像装置の発明は、請求項５～８のいずれかにおいて、前記表示素
子の移動を検出する検出手段を備え、前記表示素子の第一の位置から第二の位置への移動
に連動して、動作モードが切り替えられることを特徴としている。
【００４０】
　請求項１３に記載の撮像装置の発明によれば、表示素子の収納状態と引き出し状態の変
化に連動して、動作モードを例えばＯＦＦ～ＯＮに切り替えることができる。表示素子の
引き出し／収納によりＯＮ／ＯＦＦするので使い勝手がよくなる。
【００４１】
　請求項１４に記載の撮像装置の発明は、請求項５～８、１３のいずれかにおいて、前記
裏板の画面表示部分の両端に回り込む部分に凸部が設けられていることを特徴としている
。
【００４２】
　請求項１４に記載の撮像装置の発明によれば、裏板の画面端部に回り込む部分に凸部を
設けているので、表示素子を巻き取った時にこの凸部がスペーサとなるので、表示素子の
表示画面の傷、すれを防止できる。
【００４３】
　請求項１５に記載の撮像装置の発明は、請求項５～８、１３、１４のいずれかにおいて
、前記本体部に内蔵された前記表示素子の巻取軸の、巻き取り時に表示範囲外の部分が接
触する位置に巻取検出ＳＷが設けられ、前記表示素子の巻き取り時には表示部の少なくと
も一部の表示をＯＦＦすることを特徴としている。
【００４４】
　請求項１５に記載の撮像装置の発明によれば、巻取軸上に、表示素子を巻き取ったとき
、表示範囲外の部分が接触する位置に巻取検出ＳＷを設け、巻き取り時には表示又は電源
をＯＦＦするようにすると、自動的に電源や表示をＯＦＦすることができる。電源の切り
忘れや、無駄な電力の消費を防止できる。
【００４５】
　請求項１６に記載の携帯機器の発明は、前記目的を達成するために、フレキシブルな表
示素子の背面に、展開時は撓みが生じることにより、前記表示素子から中央部が離間した
湾曲形状となり、収納時は展開時より前記表示素子に密着する裏板が設けられたものであ
って、前記裏板の前記表示素子側に反射面が設けられ、前記反射面と前記表示素子との間
に発光素子が設けられたことを特徴としている。
【００４６】
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　請求項１６に記載の携帯機器の発明によれば、フレキシブルな表示素子の背面に、展開
時に湾曲形状となる裏板を設けたものにおいて、裏板の内面に反射面を設け、反射面と表
示素子との間に発光素子を設けたので、裏板をバックライトの反射鏡として兼用できる、
収納効率のよい表示素子を提供できる。
【００４７】
　請求項１７に記載の携帯機器の発明は、請求項１６において、弾性部材を用いて前記表
示素子と前記反射面の中間位置に前記発光素子が設けられ、前記表示素子の巻き取り時は
密着して巻き取り可能に構成されたことを特徴としている。
【００４８】
　請求項１７に記載の携帯機器の発明によれば、弾性部材を用いて表示素子と反射面との
間の中間位置に発光素子を設けたので、発光特性が向上する。
【００４９】
　請求項１８に記載の携帯機器の発明は、請求項１７において、前記弾性部材は、前記発
光素子の配線を備えるフレキシブルプリント板であることを特徴としている。
【００５０】
　請求項１８に記載の携帯機器の発明によれば、フレキシブルプリント板によって弾性部
材を兼用するので、簡単な構成で中間位置に発光素子を設けることができる。
【００５１】
　請求項１９に記載の携帯機器の発明は、請求項１６～１８のいずれかにおいて、前記裏
板は、前記表示素子の巻き取り時は前記表示素子に密着し、展開時は撓みが生じることに
より、前記表示素子から複数の湾曲部が離間した尾根状に形成されていることを特徴とし
ている。
【００５２】
　請求項１９に記載の携帯機器の発明によれば、より均一なバックライトとすることがで
きる。
【発明の効果】
【００５３】
　本発明に係る表示素子及び携帯機器並びに撮像装置によれば、表示素子の巻き取り時に
は表示素子の背面に密着し、表示素子の展開時は少なくとも中央部が表示素子から離間し
て、表示素子を平面状に支持する裏板を表示素子の背面側に設けたので、携帯性、及び巻
き取りの容易性と使用時の平面性の維持に優れたフレキシブル表示素子及び携帯機器並び
に撮像装置を提供できる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００５４】
　以下、添付図面に従って本発明に係る表示素子及び携帯機器並びに撮像装置の好ましい
実施の形態について説明する。
【００５５】
　まず、フレキシブルなディスプレイについては、ベース材料を従来のガラスに変えて樹
脂としたもの等、表示素子に可撓性を持たせたもの（例えば、有機ＥＬディスプレイ）が
数多く提案されている。
【００５６】
　図１は、このようなフレキシブルな表示素子１０を備えたディスプレイ装置（携帯機器
）１２の第１の実施例を示した外観図であり、帯状の表示素子１０を筒状の本体部１４か
ら引き出した状態が示されている。図２は、本体部１４の内部構造が示されており、表示
素子１０を巻き取るための巻取軸１６と巻き戻された表示素子１０の展開状態が示されて
いる。図３は同じく巻取軸１６と表示素子１０とが示され、表示素子１０が巻取軸１６に
巻き取られた状態が示されている。
【００５７】
　図１の本体部１４は図４の如く、両端が開放された筒体１４Ａと、その両端開放部を閉
塞するキャップ１４Ｂ、１４Ｂとから構成される。巻取軸１６は、キャップ１４Ｂ、１４
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Ｂに軸受部１４Ｃを介して回転自在に配置されるととともに、巻取ばね１８（図７参照）
によって巻き取り方向に付勢され、かつ、不図示のストッパによって、表示素子１０が引
き出された状態が保持される。
【００５８】
　表示素子は図５（ａ）の如く薄板状の断面形状をしており、その長手方向両端部のＢ部
には、略コ字状に折り曲げられた折曲部２０、２０が形成されている。表示素子１０の背
面には、図６のような自由形状（外力を取り除いたときの形状）を持つ裏板２２が取り付
けられる。この裏板２２は図５（ｂ）に示すように、長手方向両端部のＣ部の平面部２４
、２４の間を湾曲部２６で繋いだ形状となっている。２箇所の平面部２４、２４が湾曲部
２６に繋がれることにより、平面部２４、２４は自由度が規制され互いの面が平行に保た
れる。この平面部２４、２４を図５（ａ）の表示素子１０の折曲部２０、２０に嵌合させ
て組み付けると、図５（Ｃ）に示す断面形状となる。このときに、折曲部２０、２０によ
って、平面部２４、２４が表示素子１０の裏面に押し付けられ、平面部２４、２４が前述
の如く互いに平行を保とうとするので、表示素子１０全体が平面に保持され、図１又は図
２の如く、本体部１４から引き出された表示素子１０が自立して平面を維持する。
【００５９】
　この状態で、図２の矢印Ａ方向（又はその逆方向：表示素子１０を短手方向に沿って湾
曲させる方向）に表示素子１０を湾曲させようとしても、裏板２２の平面保持力が働いて
容易に曲げることができない。したがって、表示素子１０を持つことなく、本体部１４を
片手で持つだけでディスプレイ装置１２を使用することができる。
【００６０】
　次に、表示素子１０の巻き取り時の動作について説明する。
【００６１】
　表示素子１０の巻き取り時は、巻き取られることにより、裏板２２が巻取軸１６によっ
て図２のＡ部で潰され、湾曲形状が平面形状に矯正され、図５（ｄ）の断面形状となる。
これにより、２個所の平面部２４、２４は平面によって繋がれる状態となり、表示素子１
０の平面を維持しようとする力が働かなくなる。したがって、表示素子１０は図２の矢印
Ａ方向（又はその逆方向）に容易に湾曲させることができるようになり、巻取紬１６に容
易に巻き取ることが可能になる。このようにして、巻き取られた後の表示素子１０は図４
の如く本体部１４内に収納される。
【００６２】
　第１の実施の形態によれば、本体部１４からフレキシブルな表示素子１０を引き出して
使用でき、引き出した表示素子１０は裏板２２の平面維持作用によって平面形状を維持す
る。そして、ディスプレイ装置１２の携帯時には、前述の如く本体部１４に表示素子１０
を収納することができる。
【００６３】
　図８は、フレキシブルな表示素子１１０を備えたディスプレイ装置（携帯機器）１１２
の第２の実施例を示した外観図であり、表示素子１１０が引き出された状態が示されてい
る。図９は表示素子１１０の単体構造が示され、表示面１１０Ａと反対の裏面には図１１
の如く凸状の梁部材１２６が一面に貼り付けられている。この構造により表示素子１１０
は、単体では図９のＤの方向（及びその逆方向）には湾曲可能であるが、Ｅの方向（及び
その逆）には曲げることができない構成となっている。
【００６４】
　本体部１１４は図１２に示すように、両端が開放された筒体１１４Ａと、その両端開放
部を閉塞するキャップ１１４Ｂ、１１４Ｂとから構成される。巻取軸１１６は、キャップ
１１４Ｂ、１１４Ｂに軸受部１１４Ｃを介して回転自在に配置されるととともに、巻取ば
ねに１１８よって巻き取り方向に付勢され、かつ、不図示のストッパによって、表示素子
１１０は引き出された状態が保持される。
【００６５】
　表示素子１１０に組み合わされる裏板１２２は、図１０（ａ）のような自由形状（外力
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を取り除いたときの形状）であり、長手方向両端部に折返部１２４、１２４が形成される
。この折返部１２４、１２４を利用して裏板１２２を図９の表示素子１１０に組み付ける
と、図１０（ｂ）のような湾曲した断面形状となる。このとき、裏板１２２は図１０（ａ
）の状態から引き伸ばされて組み付けられるので、裏板１２２から表示素子１１０の短手
方向に図１０（ｂ）の矢印Ｂで示す側圧が加えられる。この側圧は、表示素子１１０の裏
面に貼り付けた梁部材１２６によって受け止められることにより、表示素子１１０は図１
０（ｂ）で示した断面形状が維持され、よって、図８の本体部１１４から引き出された表
示素子１１０に平面形状を保持する力が生じる。このように本体部１１４から引き出され
た表示素子１１０が自立して平面を維持する。なお、裏板１２２の一方の折返部１２４を
表示素子１１０の裏面に固定してもよい。
【００６６】
　この状態では、図９の矢印Ｄ、Ｅ方向（又はその逆方向）に表示素子１１０を湾曲させ
ようとしても、裏板１２２の平面保持力が働いて容易に曲げることができない。したがっ
て、表示素子１１０を持つことなく、本体部１１４を片手で持つだけでディスプレイ装置
１１２を使用することができる。
【００６７】
　次に、表示素子１１０の巻き取り時の動作について観明する。
【００６８】
　表示素子１１０の巻き取り時は、巻き取られることにより、裏板１２２が巻取軸１１６
によって潰され、裏板１２２の湾曲形状が平面形状に矯正される点は第１の実施例と同様
である。このように裏板１２２が潰されると、表示素子１１０にかかっていた側圧が開放
されるため、表示素子１１０は矢印Ｄ方向（又はその逆方向）に湾曲可能となる。これに
よって、表示素子１１０が巻取軸１１６にスムーズに巻き取られる。このようにして、巻
き取られた後の表示素子１１０は図１２の如く本体部１１４に収納される。
【００６９】
　以上のように本発明の第２の実施例によれば、本体部１１４からフレキシブルな表示素
子１１０を引き出して使用し、引き出した表示素子１１０は自力で平面形状を維持するが
、携帯時は巻き取り可能であるため、本体部１１４に収納することができる。
【００７０】
　図１３（ａ）は、フレキシブルな表示素子２１０を備えたディスプレイ装置２１２の第
３の実施例を示し、表示素子２１０に裏板２２２を組み付けた状態の断面形状が示されて
いる。図１３（ｂ）はこれを巻き取った状態の断面図が示されている。表示素子２１０の
裏面の長手方向両端部には、長手方向に沿ってピン２２８、２２８…が所定の間隔をもっ
て突設されている。また、裏板２２２の長手方向両端部には、ピン２２８の間隔と同間隔
に長孔２３０、２３０…が形成されている。また、長孔２３０は、前記長手方向に直交す
る方向（短手方向）に形成されている。
【００７１】
　これらの長孔２３０、２３０…にピン２２８、２２８を係合させることにより表示素子
２１０に裏板２２２が取り付けられると、裏板２２２に外力が作用していない図１３（ａ
）の状態では、長孔２３０がピン２２８を前記長手方向と直交する方向に押し合うため、
表示素子２１０に側圧がかかる。一方、裏板２２２が潰された図１３（ｂ）では、前記押
し合う力が解消されるので側圧が開放され、巻き取り可能となる。図１３（ｃ）は、ディ
スプレイ装置２１２の表示素子２１０を背面から見た図であり、側圧がかかった状態が示
されている。
【００７２】
　このように表示素子２１０は、長手方向両端部から短手方向に側圧がかかった状態にな
ることによって、裏板２２２と一体となり、また、裏板２２２の中央部には膨らみ部が形
成されているので、全体として立体形状となり、曲げ力を与えても容易に曲がらない状態
となって平面形状を維持する。
【００７３】
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　図１４は、フレキシブルな表示素子３１０を備えたディスプレイ装置３１２の第４の実
施例を示した外観図であり、表示素子３１０が巻き戻された状態が示されている。図１５
は、表示素子３１０の単体構造が示されている。図１５の表示素子３１０の裏面には、破
線で示される裏板３２２が破線斜線の接着部３３０において接着されており、巻取軸３１
６は図１５の如く、操作部３３２や電源スイッチ３３４を持つ本体部を兼ねている。
【００７４】
　表示素子３１０に組み付けられる裏板３２２は、自由形状（外力を取り除いたときの形
状）において断面略Ｖ字状に形成され、表示素子３１０に組み付けられると図１４、１５
のようにＶ字形状を引き伸ばした形状となる。このとき、裏板３２２が引き伸ばされて組
み付けられるので、接着部３３０と反対側の折返端３３６により、表示素子３１０に側圧
が加えられ、表示素子３１０の剛性よって側圧が受け止められることにより表示素子３１
０の平面性が維持され、図１５の巻取軸３１６から巻き戻された状態の部分に平面形状を
保持する力が生じる。これによって、巻取軸３１６から巻き戻された状態の表示素子３１
０は、自立して平面性を維持する。
【００７５】
　この状態では表示素子３１０を湾曲させようとしても、裏板３２２の平面保持力が働い
て容易に曲げることができない。したがって、表示素子３１０を持つことなく巻取軸３１
６を片手で持つだけで、ディスプレイ装置３１２を使用することができる。
【００７６】
　次に、表示素子３１０の巻き取り時の動作について説明する。
【００７７】
　巻き取り時は、まず、図１４のように巻取軸（本体部）３１６側から巻き取りが行なわ
れる。これにより、裏板３２２が巻取軸３１６によって潰され、湾曲形状が平面形状に矯
正される点は第１の実施例と同様である。このように裏板３２２が潰されると、表示素子
３１０にかかっていた側圧が開放され、湾曲可能となり、巻取軸３１６にスムーズに巻き
取られる。このようにして、巻き取られた後の表示素子３１０は、図１６のように巻取軸
３１６の周囲に巻き付けられる。
【００７８】
　以上のように第４の実施例によれば、巻取軸３１６からフレキシブルな表示素子３１０
を巻き戻して使用し、その表示素子３１０は自力で平面形状を維持するが、携帯時は巻取
軸３１６に巻き付けて収納することができるので、携帯性が高く、かつ操作性がよいディ
スプレイ装置３１２を実現できる。なお、符号３３８は、表示素子３１０を巻き戻すため
のツマミであって、表示素子３１０を巻き取った際に円弧状の裏板３２２に押し付けられ
てその形状を保持させるための保持部でもある。
【００７９】
　図１７は、フレキシブルな表示素子４１０を備えたディスプレイ装置４１２の第５の実
施例を示した外観図であり、表示素子４１０が本体部４１４から引き出された状態が示さ
れている。図１８は表示素子４１０の単体構造が示されており、図１９はその裏面が示さ
れている。また、図２０は、裏板４２２の断面が示されている。図１８、図１９において
、表示素子４１０は所定の厚みを有しており、裏板４２２は両端の側圧をかける部分の凸
状折返部４４０、４４０…が巻き取り時の抵抗にならないように複数の切込部４４２、４
４２…が形成されている。
【００８０】
　この表示素子４１０の構造は、図９に示したように表示面の裏面に梁状部材１２６が一
面に貼り付けられているものであれば、図２１のように裏板４２２によって側圧が加えら
れても表示素子４１０が側圧に抗して湾曲しないことは言うまでもない。また、このよう
な構造を持たなくても、裏板４２２の側圧に耐える屈曲強度を持つように表示素子４１０
が設計されていれば、構造上の制約は特に無く、平面形状の表示素子であってもよい。
【００８１】
　図２２は、表示素子４１０が本体部４１４の巻取軸４１６に巻き取られた外観図が示さ
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れており、図２３、２４はこのときの本体部４１４内の表示素子４１０と裏板４２２の状
態を展開して説明した図である。本体部４１４の巻取軸４１６に巻き取られることにより
、裏板４２２は潰され、平面状となり、表示素子４１０の平面性を維持する側圧は表示素
子４１０に加わらなくなる。
【００８２】
　このときの断面形状は図２５に示されている。裏板４２２の折返部４４０、４４０…は
、表示素子４１０の両端から離れるため側圧が開放される。図２３、２４は仮想形状であ
り、図２３、２４のように引き出した状態では、裏板４２２は湾曲し、表示素子４１０に
側圧が加わった状態となる（図１８、１９参照）。
【００８３】
　図２６は、本発明のディスプレイ装置と同様の構造を撮像装置（デジタルカメラ）５０
０に適用した正面斜視図である。図２７は、この撮像装置５００の背面斜視図である。本
体部５０２は略四角柱の一部を切除した形状をしており、背面からみて左手に表示素子の
引出口が形成され（図２６、図２７において引出口は、表示素子の先頭部に固定された蓋
５０４によって塞がれているため見えない）、蓋５０４には表示素子を引き出すためのツ
マミ５０６が形成されている。
【００８４】
　本体部５０２の上面には、リトラクタブル型のストロボ５０８が突没自在に設けられ、
本体部５０２の前面には上部に撮影レンズ５１０が設けられ、その下方にはグリップ部５
１２が形成されていて、グリップ部５１２の上端付近にレリーズボタン５１４が配置され
ている。
【００８５】
　また、本体部５０２の背面上部にはズームレバー５１５が配置され、その下に方向キー
５１８が配置されるとともに、引出口（不図示）の近辺には選択ボタン５２０、５２２、
５２４が設けられ、その横にはこれらのボタン５２０～５２４が関連付けられる動作、機
能が刻印されている。
【００８６】
　ボタン５２０～５２４は複数の機能を兼ね備えており、表示素子を引き出した際には、
そのボタンに近接した表示素子の位置に機能の名前（例えば、図３３のＯＮ、ＯＦＦ）が
表示され、このときにボタン５２０～５２４を押すと、刻印の機能ではなく、表示素子に
表示された機能が実行される。なお、以下の表示素子は、図８に示した表示素子１１０を
例示して説明するが、表示素子は図１～図２５に示したいずれの表示素子であっても適用
できる。
【００８７】
　図２８は、撮像装置５００の内部構造を表した撮像装置５００の組立図である。表示素
子（フレキシブルディスプレイ）１１０は、本体部５０２の下部に配置された巻取軸５１
６に巻き取られ、その上部の空間にレンズユニット５２６が配置されている。レンズユニ
ット５２６の上部にはリトラクタブルストロボユニット５２８が配置され、メイン基板５
３０は背面側に配置され、電池（不図示）はグリップ前面の膨出部内に収容されている。
【００８８】
　巻き取られたフレキシブルディスプレイ１１０は、図３０のような円柱形状をしており
、図２９のように巻き戻されると、裏板の側圧作用によって平面形状が維持される。
【００８９】
　使用時は、図３１の如く右手で本体部５０２を保持し、左手でツマミ５０６を持って表
示素子１１０を引き出して使用する。表示素子１１０の巻取軸５１６は図７に示した巻取
ばね１８によって巻き取り方向に付勢されているが、所定位置まで巻き戻すと、公知のラ
ッチ・解除機構からなる巻取軸ロック機構５３１（図３５参照）によって、巻取軸５１６
がロックされ、図３２、３３の状態となり、ツマミ５０６を放しても表示素子１１０は巻
き取られない。表示素子１１０を本体部５０２から完全に引き出したことが、巻取軸５１
６の回転を検出する巻取り検出ＳＷ５３３（図３５参照）によって検出されると、メイン
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基板５３０の巻取り検出回路５３５（図３５参照）の作用により、撮像回路に電源が投入
され、次いで撮影レンズ５１０が沈胴位置から繰り出して図３２の撮影位置に移動する。
このように表示素子１１０の完全引出し時に連動して電源が投入されることにより、撮像
装置５００をカメラに適用した場合における即時性が向上する。
【００９０】
　また、撮影レンズ５１０の動作に連動してリトラクタブルのストロボ５０８がポップア
ップし、発光部５０９が露出した図３２の状態となる。次に、撮像回路が起動して、スル
ー画像が出力されると、図３３の如く表示素子１１０の表示面に被写体のスルー画像が映
し出され、撮影のためのフレーミングやその他の操作が可能となる。このとき、表示素子
１１０は裏板１２２によって平面形状が保持され、また、本体部５０２の引出口によって
本体部５０２との位置関係が拘束される。これにより、図３４の如く本体部５０２を片手
で持った状態で表示素子１１０が自立安定し、多少の外力を加えても図３４の位置関係及
び平面形状を維持する。したがって、表示素子１１０を持つことなく、本体部５０２を把
持した片手で撮影、再生、編集等の撮像装置の操作が可能となるので、この撮像装置５０
０をカメラに適用した場合における操作性が向上する。
【００９１】
　表示素子１１０を本体部５０２に収納するときは、図３２の状態からツマミ５０６を強
く引き出し方向に引っ張ると、巻取軸ロック機構５３１による巻取軸５１６のロックが解
除され、表示素子１１０が巻取軸５１６に巻き取られる。
【００９２】
　表示素子１１０が巻取軸５１６に完全に巻き取られたことが、巻取軸５１６の回転を検
出する巻取り検出スイッチ５３３によって検出されると、メイン基板５３０の制御回路の
作用により、撮像回路の動作が停止され、次いで撮影レンズ５１０が撮影位置から沈胴位
置に移動され、図２６の状態（バリアによって保護された状態）になった後、電源が切ら
れる。また、ストロボ５０８も本体部５０２に、撮影レンズ５１０の沈胴動作に連動して
収納される。このように、表示素子１１０の巻取りに連動して電源が切られることにより
、別途電源をＯＦＦにする操作を省略でき、その煩わしさを無くすことができる。また、
この撮像装置５００をカメラに適用した場合における携帯性が飛躍的に向上する。
【００９３】
　図３５は、撮像装置５００の構成を示したブロック図である。
【００９４】
　撮像装置５００の撮影レンズ５１０の後方には、絞り装置５３２が配置されるとともに
、撮影レンズ５１０の結像位置にはＣＣＤ５３４が配置されている。また、撮像装置５０
０は、ＣＰＵ５３６によってその全体動作が統括制御されている。 ＣＰＵ５３６は、所
定のプログラムに従ってカメラシステムを制御するシステム制御回路部として機能すると
ともに、自動露出（ＡＥ）演算、自動焦点調節（ＡＦ）演算、ホワイトバランス（ＷＢ）
調整演算など、各種演算を実施する演算手段として機能する。
【００９５】
　ＣＰＵ５３６に接続されたＲＯＭ５３８には、ＣＰＵ５３６が実行するプログラム及び
制御に必要な各種データ等が格納され、ＥＥＰＲＯＭ５４０には、ＣＣＤ画素欠陥情報、
カメラ動作に関する各種定数／情報等が格納されている。
【００９６】
　また、バス５４２を介してＣＰＵ５３６と接続されたメモリ５４４は、プログラムの展
開領域及びＣＰＵ５３６の演算作業用領域として利用されるとともに、画像データや音声
データの一時記憶領域として利用される。記憶部５４６は画像データ専用の一時記憶メモ
リである。
【００９７】
　レリーズボタン５１４は、撮影開始の指示を入力する操作ボタンであり、半押し時にオ
ンになるＳ１スイッチと、全押し時にオンになるＳ２スイッチとを有する二段ストローク
式のスイッチで構成されている。
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【００９８】
　表示素子１１０は、撮影時のスルー画像を表示する電子ビューファインダとして駆動さ
れるとともに、再生時の静止画、動画を表示する画像再生用モニタとして駆動される。ま
た、表示素子１１０は、ユーザインターフェース用表示画面としても利用され、必要に応
じてメニュー情報や選択項目、設定内容などの情報が表示される。また、表示素子１１０
には、記憶部５４６に記憶された画像データが縮小されてサムネイル表示される。
【００９９】
　本体部５０２は、メディアソケット５４８を有し、メディアソケット５４８には記録メ
ディア５５０が装着される。記録メディア５５０の形態は特に限定されず、ｘＤ－ピクチ
ャーカード、スマートメディア（商標）に代表される半導体メモリカード、可搬型小型ハ
ードディスク、磁気ディスク、光ディスク、光磁気ディスクなど、種々の媒体を用いるこ
とができる。
【０１００】
　メディアコントローラ５５２は、メディアソケット５４８に装着される記録メディア５
５０に適した入出力信号の受け渡しを行うために所要の信号変換を行う。
【０１０１】
　また、撮像装置５００は、パソコンその他の外部機器とコネクタ又はアンテナ５５４を
介して接続するための通信回路５５６を備えている。なお、符号５５８は、表示素子１１
０に表示される画像をＯＮ／ＯＦＦするスイッチであり、符号５６０は、表示素子１１０
を駆動する表示素子駆動回路である。また、符号５６２は電源回路であり、この電源回路
５６２を介してＣＰＵ５３６に電池等の電源手段５６４から電源が投入される。
【０１０２】
　次に、撮像装置５００のカメラ機能について説明する。
【０１０３】
　撮影レンズ５１０及び絞り５３２は、ＣＰＵ５３６によって制御される露光制御回路５
６６、測距制御回路５６８、ズーム・沈胴制御回路５７０、及びレンズ進退確認回路５７
２によってズーム制御、フォーカス制御及びアイリス制御が行われる。
【０１０４】
　撮影レンズ５１０を通過した光は、ＣＣＤ５３４の受光面に結像される。ＣＣＤ５３４
の受光面には多数のフォトダイオード（受光素子）が二次元的に配列されており、各フォ
トダイオードに対応して赤（Ｒ）、緑（Ｇ）、青（Ｂ）の原色カラーフィルタが所定の配
列構造で配置されている。また、ＣＣＤ５３４は、各フォトダイオードの電荷蓄積時間（
シャッタースピード）を制御する電子シャッター機能を有している。ＣＰＵ５３６は、タ
イミングジェネレータ５７４を介してＣＣＤ５３４での電荷蓄積時間を制御する。なお、
ＣＣＤ５３４に代えてＭＯＳ型など他の方式の撮像素子を用いてもよい。
【０１０５】
　ＣＣＤ５３４の受光面に結像された被写体像は、各フォトダイオードによって入射光量
に応じた量の信号電荷に変換される。各フォトダイオードに蓄積された信号電荷は、ＣＰ
Ｕ５３６の指令に従いタイミングジェネレータ５７４から与えられる駆動パルスに基づい
て信号電荷に応じた電圧信号（画像信号）として順次読み出される。
【０１０６】
　ＣＣＤ５３４から出力された信号はアナログ処理部に送られ、ここで画素毎のＲ、Ｇ、
Ｂ信号がサンプリングホールド（相関二重サンプリング処理）され、増幅された後、Ａ／
Ｄ変換器５７６に加えられる。Ａ／Ｄ変換器５７６によってデジタル信号に変換された点
順次のＲ、Ｇ、Ｂ信号は、メモリ制御部５７８を介して画像表示メモリ５８０に記憶され
る。
【０１０７】
　画像処理回路５８２は、画像表示メモリ５８０に記憶されたＲ、Ｇ、Ｂ信号をＣＰＵ５
３６の指令に従って処理する。すなわち、画像処理回路５８２は、同時化回路（単板ＣＣ
Ｄのカラーフィルタ配列に伴う色信号の空間的なズレを補間して色信号を同時式に変換す
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る処理回路）、ホワイトバランス補正回路、ガンマ補正回路、輪郭補正回路、輝度・色差
信号生成回路等を含む画像処理手段として機能し、ＣＰＵ５３６らのコマンドに従って画
像表示メモリ５８０を活用しながら所定の信号処理を行う。
【０１０８】
　画像処理回路５８２に入力されたＲＧＢの画像データは、画像処理回路５８２において
輝度信号及び色差信号に変換されるとともに、ガンマ補正等の所定の処理が施される。画
像処理回路５８２で処理された画像データは記憶部５４６に記録される。
【０１０９】
　撮影再生画像を表示素子１１０に出力する場合、記憶部５４６から画像データが読み出
され、バス５４２を介して表示素子駆動回路５６０に送信される。表示素子駆動回路５６
０は、入力された画像データを表示用の所定方式の信号（例えば、ＮＴＳＣ方式のカラー
複合映像信号）に変換して表示素子１１０に出力する。また、撮影時のスルー画像は、画
像処理回路５８２からバス５４２及び表示素子駆動回路５６０を介して表示素子１１０に
表示される。
【０１１０】
　図３６は、撮像装置５００の一連の動作の制御を表したフローチャートである。
【０１１１】
　巻取り検出スイッチ５３３により表示素子１１０が完全に引き出されたことが検知され
ると（Ｓ１００）、表示素子駆動回路５６０がＯＮになり（Ｓ１１０）、この後、画像表
示ＯＮ／ＯＦＦスイッチ５５８をＯＮにし（Ｓ１２０）、モードダイヤル（例えば選択ボ
タン５２０、５２２、５２４）を操作して再生を選択すると（Ｓ１３０）、メモリ５４４
、記憶部５４６に記憶された画像が読み出されて表示素子１１０に表示される（Ｓ１４０
）。また、モードダイヤルを操作して記録を選択すると（Ｓ１３０）、画像処理回路５８
２からの出力画像が表示素子１１０に表示される（Ｓ１５０）。この後、撮像装置５００
の操作が終了すると、表示素子１１０を本体部５０２に巻き取らせ、巻取り検出スイッチ
５３３により表示素子１１０が完全に巻き取られたことが検出されると（Ｓ１６０）、表
示素子駆動回路５６０がＯＦＦになる（Ｓ７０）。以上で撮像装置５００の一連のシーケ
ンスが終了する。
【０１１２】
　以上の如く、この撮像装置５００をカメラに適用した場合、図３４のような構成にすれ
ば、本体部５０２を片手で保持して他方の手で表示素子１１０を支持する必要が無く、片
手撮影ができる。さらに、画面上の操作や、撮影のためのレンズ等の操作のために片手（
実施例では左手）が自由に使え、わずらわしさの無い操作性の高いカメラを実現すること
が出来る。
【０１１３】
　また、図３１のように、本体部５０２を片手で持って他方の手で引き出すことで、撮影
状態とすることもできる。このとき、図３５にあるような巻き取ったことを検出する巻取
り検出スイッチ５３３や、引き出したことを検出する不図示の引き出し検出スイッチに連
動して、電源ＯＮや撮影モードへの切り替えを行なえば、電源操作やモード切替無しに撮
影状態とすることもでき、速写性の高いカメラが実現できる。
【０１１４】
　図３７は、フレキシブルな表示素子６１０を備えたディスプレイ装置６１２の第６の実
施例を示した外観図であり、表示素子６１０が本体部６１４に収納された状態、図３８は
表示素子６１０が本体部６１４から引き出された図がそれぞれ示されている。本実施例で
は、内蔵メモリに蓄えられた画像データを表示素子６１０に表示することが可能な画像プ
レーヤーの例を示している。図３９は、その内部構造の要部を示しており、巻取軸６１６
にはモータ６１８の回転軸６１９が連結され、電動により表示素子６１０が引き出され、
巻き取られるようになっている。なお、符号６２０は、表示素子６１０の先端部に取り付
けられたツマミあって、本体部６１４の引出口６１５を閉鎖する蓋を兼ねている。
【０１１５】
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　次に、ディスプレイ装置６１２の一連の動作を図４０のフローチャート、及び図４１に
示した画像プレーヤーのブロック図に基づいて説明する。
【０１１６】
　図３７の電源スイッチ６２２を図の左側（表示面側からみて左側）にスライドさせると
（Ｓ２００）、電源スイッチＯＮが検出され、システムコントローラ６２４により、画像
表示回路６２６の電源がＯＮになる（Ｓ２１０）。これとともに、駆動回路６２８が制御
されて図３９のモータ６１８が反時計回りに回転され、表示素子６１０が図３８の矢印方
向に繰り出される（Ｓ２２０）。ここで、表示画面が観察可能となり、そこに内蔵メモリ
６３０に記憶されたメニュー画面が表示されて、操作ボタン６３２群から種々の操作を受
け付ける状態になる（Ｓ２３０）。
【０１１７】
　次に、電源スイッチがＯＦＦされると（Ｓ２４０）、システムコントローラ６２４によ
りモータ６１８が時計回りに回転され、表示素子６１０が巻取軸６１６に巻き取られる（
Ｓ２５０）。同時に画像表示回路の電源が切られ（Ｓ２６０），電源スイッチが入力待ち
状態となり、一連のシーケンスが終了する。なお、図４１において、符号６３４はコネク
タであり、このコネクタ６３４は入出力回路６３６を介してシステムコントローラ６２４
に接続される。コネクタ６３４は外部通信機器に接続され、これによって画像プレーヤー
と外部通信機器との間で情報の受け渡しが行われる。
【０１１８】
　図４２は、このような巻き取り用のモータ６１８を用いて電動で表示素子６１０を巻き
取るようにした撮像装置のブロック図である。なお、この撮像装置の構成は、図３５に示
した撮像装置５００の構成と、モータ６１８及び駆動回路６２８を除いて略同一であるた
め、ここでは同一の符号を付して説明を省略する。また、再生モード時の一連の動作は図
４０のシーケンスに準ずる。
【０１１９】
　図３８のように、表示素子６１０と裏板（不図示）を引き出した際に、本体部６１４の
根元部において、裏板の断面形状は引出口６１５の形状により規制される。
【０１２０】
　図４３（ａ）は、裏板が巻き取り前の形状とほぼ同形状となるように引出口６１５Ａの
形状を形成した例であり、このような引出口６１５Ａを設けると、引き出された表示素子
６１０の平面を維持する力が強く、より平面性が保たれ易い。表示素子６１０の表面側は
、表示素子６１０の周囲と引出口６１５Ａの縁のみが接触し、中央部は逃げを設けている
ことにより接触しないため、表示面のこすれが発生せず、傷つきを防止できる。
【０１２１】
　図４３（ｂ）は、裏板が巻き取り前の形状よりやや扁平形状となるように引出口６１５
Ｂの形状を形成した例であり、このような引出口６１５Ｂを設けると、引き出された表示
素子６１０の平面を維持する力は図４３（ａ）より弱いが、巻き取り時の抵抗が少なく、
収納が容易となる。
【０１２２】
　図４３（ｃ）は、裏板が巻き取り前の形状よりさらに扁平形状となるように引出口６１
５Ｃの形状を形成した例であり、このような引出口６１５Ｃを設けると、収納に要する力
が小さく、引き出し、収納を頻繁に行なう場合に操作性がよい。表示素子６１０の表面側
は、表示素子６１０の周囲と引出口６１５Ｃの縁のみが接触する点は、図４３（ａ）と同
様だが、中央に近づくほど逃げの量が大きくなり、表示素子６１０に多少のたわみがあっ
ても表示面のこすれが発生せず、傷つきを防止できる。
【０１２３】
　図４３（ｄ）は、図４３（ａ）の裏板規制形状に、図４３（ｃ）の逃げ形状を組み合わ
せた引出口６１５Ｄである。
【０１２４】
　このように、引出口６１５Ｄによって裏板と表示素子６１０の縁部とが保持されること
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により、本体部６１４に対して表示素子６１０の根元が位置決めされ、図３４に示したよ
うに表示素子６１０が平面性を保ちながら、一定の方向に突き出た形状が維持される。こ
れにより、表示素子６１０を持つことなく、本体部６１４を片手で保持して表示装置又は
撮像装置としての使用が可能となる。
【０１２５】
　図４４は、図１、図８、図１５の表示装置や、図２６の撮像装置に適用される表示素子
と裏板の外観図が示されている。
【０１２６】
　本実施例の表示装置は、図４４のような平面状の表示素子７００と、表示素子７００の
裏面に取り付けられ、湾曲した断面形状の裏板７２２を持つ。表示素子７００の一端は巻
取軸７１６に接続され、他端は棒７１８が取り付けられており、矢印１の方向に（又はそ
の逆に）湾曲させる力に対しては曲がり難くなっている。一方、矢印２の方向の湾曲（又
はその逆に）には曲がり易く、巻取軸７１６に巻き取って収納することが可能である。裏
板７２２は湾曲形状にクセが付けられていて、展開したときの断面形状は図４５（ａ）の
ような形状となる。このとき表示素子７００と裏板７２２の間には空間が生じており、中
心付近ほど空間が広い。表示素子７００はフレキシブルＬＣＤであり、表示された画像を
見るためには透過光を照射する必要があるが、図４４のように裏板７２２の中心付近に複
数のバックライト用ＬＥＤ７２０、７２０…を並べて表示素子７００の背面の離れた距離
から透過光を照射するよう構成されている。ＬＥＤ７２０、７２０…を配置したフレキシ
ブルプリント版（バックライトフレキ）７２４は、裏板７２２に貼り付けられ、一端が裏
板７２２の端を通過して図４６のバックライト駆動回路７２６に接続されている（図４４
では不図示）。ＬＥＤ７２０、７２０…の光線は、図４５（ａ）のように全周方向に照射
される。ここで、裏板７２２には反射面が設けられており、図４５（ａ）のように各方向
に照射される光線を表示素子７００の方向に反射させる。これにより、ＬＥＤ７２０、７
２０…をバックライトとして使用できる。巻き取り後は、断面形状が図４５（ｂ）のよう
になり、裏板７２２の断面は平面に近い形状となるため、小さな空間に巻き取って収納す
ることができる。
【０１２７】
　図４６は撮像装置に適用した場合のブロック図である。なお、この撮像装置の構成は、
図３５に示した撮像装置５００の構成と、バックライトＬＥＤ７２０及びバックライト駆
動回路７２６を除いて略同一であるため、ここでは同一の符号を付して説明を省略する。
【０１２８】
　図４７は、別の実施例における表示素子８１０と裏板８２２の外観図であり、発光素子
群を２列設けた例である。
【０１２９】
　本実施例の表示装置は、表示素子８１０の一端が巻取軸８１６に接続され、他端は棒８
１８が取り付けられており、一方向には曲がり難く、他の方向には曲がり易くなっており
、巻取軸８１６に巻き取って収納することが可能である。裏板８２２は図４８（ａ）の如
く２つの尾根部８２６、８２６を持つ湾曲形状に癖が付けられていて、展開したときの断
面形状は図４８（ａ）のような形状となる。また、裏板８２２の中心付近に複数のバック
ライトＬＥＤ８２０、８２０…を２列並べて、より均一に透過光を照射するようになって
いる。ＬＥＤ８２０を配置したフレキシブルプリント版（バックライトフレキ）８２４は
裏板８２２に貼り付けられ、端部が裏板８２２の端を通過して図４６に示したバックライ
ト駆動回路７２６に接続されている。このフレキのたわみ吸収部は、図４７の展開した状
態ではたわみを持っているが、巻き取り収納時には図４８（ｂ）のように裏板８２２が平
面状態となってＬＥＤ８２０、８２０列同士の間隔が広がり、この撓み部分で寸法変化を
吸収するように構成されている。ＬＥＤ８２０、８２０…の光線は図４８（ａ）のように
全周方向に照射されるが、裏板８２２には反射面が設けられており、図４８（ａ）のよう
に各方向に照射される光線をフレキシブルＬＣＤである表示素子８１０の方向に反射し、
バックライトとして機能させる。巻き取り後は、断面形状が図４８（ｂ）のようになり、
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裏板８２２の断面は平面に近い形状となる。これにより、小さな空間に巻き取って収納す
ることができる。
【０１３０】
　図４９は、別の実施例における表示素子９１０と裏板９２２の外観図であり、発光素子
を背面方向に照射するように配置した例である。
【０１３１】
　本実施例の裏板９２２は、図５０（ａ）のように中央に第二の膨らみ部９２３を持つ湾
曲形状に癖が付けられている。また、裏板９２２の中心付近にはバックライトＬＥＤ９２
０を裏板９２２に向けて照射するように配置してある。ＬＥＤ９２０を配置したフレキシ
ブルプリント板（バックライトフレキ）９２４は４箇所の接着部９２４Ａ、９２４Ａ…に
より裏板９２２に粘り付けられ、端部が裏板９２２の端を通過して図４６のバックライト
駆動回路７２６に接続されている。このフレキシブルプリント板９２４は、図５０（ａ）
のようにＬＥＤ９２０が中間位置になるような形状に癖付けがされており、反射光は図５
０（ａ）のように反射面を介して表示素子９１０の裏面に照射される。図４９のように広
げた状態ではたわみを持っているが、巻き取り収納時には図５０（ｂ）のように裏板９２
２が平面状態となって薄型化し、小さな空間に巻き取って収納することができる。このと
き、裏面を向いたＬＥＤ９２０、９２０…の凸郡は裏板中央部に第二の膨らみ内９２３に
収まり、裏板９２２を変形させたりしないようになっている。
【０１３２】
　フレキシブルプリント板９２４は、表示素子９１０の形状を維持するものでなくてもよ
く、使用時には湾曲して表示素子９１０から離間し、収納時は表示素子９１０に密着又は
使用時より接近するように構成されていればよい。
【０１３３】
　図５１（ａ）～（ｄ）には、裏板の別実施例が示されている。図５１（ａ）～（ｃ）の
裏板１０２２は、二つの尾根部１０２６の高さが高く、図５１（ｄ）～（ｆ）の裏板１１
２２は、二つの尾根部１１２６の高さが、尾根部１０２２よりも低くなるように癖が付け
られているものである。なお、表示素子は便宜的に符号１０で示している。
【０１３４】
　図５２（ａ）、（ｂ）には、裏板のさらなる別実施例が示されている。図５２（ａ）、
（ｂ）に示す裏板１２２２は、尾根部を有しておらず、また、略Ｖ字断面でもなく、断面
形状が略凹状に形成されたものである。図５３（ａ）、（ｂ）は、図５２（ａ）、（ｂ）
に示した表示素子及び裏板の引き出し時と収納時の断面形状がそれぞれ示されている。
【図面の簡単な説明】
【０１３５】
【図１】フレキシブルな表示素子を備えたディスプレイ装置の第１の実施例を示した外観
図
【図２】図１に示したディスプレイ装置の本体部の内部構造を示した説明図
【図３】図１に示したディスプレイ装置の表示素子が巻取軸に巻き取られた状態を示した
図
【図４】図１に示したディスプレイ装置の本体部の断面図
【図５】図１に示した表示素子及び裏板の断面図
【図６】図１に示したディスプレイ装置の裏板の斜視図
【図７】巻取りばねの構造を示した説明図
【図８】フレキシブルな表示素子を備えたディスプレイ装置の第２の実施例を示した外観
図
【図９】図８に示したディスプレイ装置の表示素子の斜視図
【図１０】図８に示したディスプレイ装置の表示素子及び裏板の断面図
【図１１】図８に示したディスプレイ装置の表示素子の要部拡大図
【図１２】図８に示したディスプレイ装置の本体部の断面図
【図１３】フレキシブルな表示素子の第３の実施の形態を示した説明図
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【図１４】フレキシブルな表示素子を備えたディスプレイ装置の第４の実施例を示した外
観図
【図１５】図１４に示したディスプレイ装置の巻取軸に操作部が設けられたことを示した
図
【図１６】図１４に示した表示素子が巻取軸に巻き取られた状態を示した図
【図１７】フレキシブルな表示素子の第５の実施の形態を示した説明図
【図１８】図１７に示した表示素子の斜視図
【図１９】図１８に示した表示素子の背面図
【図２０】図１９に示した裏板の断面図
【図２１】図１８に示した表示素子及び裏板の断面図
【図２２】図１７に示した表示素子が本体部に収納されたディスプレイ装置の斜視図
【図２３】図１７に示した裏板が潰された状態を展開して示した説明図
【図２４】図２３に示した裏板の背面図
【図２５】図２４に示した表示素子及び裏板の断面図
【図２６】ディスプレイ装置と同様の構造を撮像装置に適用した正面斜視図
【図２７】図２６に示した撮像装置の背面斜視図
【図２８】図２６に示した撮像装置の組立斜視図
【図２９】図２６に示した撮像装置に適用された表示素子及び裏板の斜視図
【図３０】図２９に示した表示素子が巻取軸に巻き取られた状態を示した斜視図
【図３１】図２６に示した撮像装置の操作状態を示した説明図
【図３２】図２６に示した撮像装置の本体部から表示素子が引き出された状態を示した説
明図
【図３３】図３２に示した撮像装置の背面斜視図
【図３４】図３３の撮像装置の操作状態を示した説明図
【図３５】図２６に示した撮像装置の構成を示したブロック図
【図３６】図２６に示した撮像装置の操作手順の一例を示したフローチャート
【図３７】フレキシブルな表示素子を備えたディスプレイ装置の第６の実施例を示した外
観図
【図３８】図３７に示したディスプレイ装置の本体部から表示素子が引き出された説明図
【図３９】図３８に示した表示素子を巻き取り、巻き戻すモータを示した説明図
【図４０】図３８に示したディスプレイ装置の操作手順の一例を示したフローチャート
【図４１】図３８に示したディスプレイ装置の構成を示したブロック図
【図４２】図３８に示したディスプレイ装置を撮像装置に適用した構成を示すブロック図
【図４３】図３８に示したディスプレイ装置の引出口の形状の種類を示した説明図
【図４４】バックライト付き裏板を備えた表示素子の斜視図
【図４５】図４４に示した表示素子の断面図
【図４６】図４４の表示素子を備えた撮像装置の構成を示すブロック図
【図４７】バックライト付き裏板を備えた表示素子の別実施例を示した斜視図
【図４８】図４７に示した表示素子の断面図
【図４９】バックライト付き裏板を備えた表示素子の別実施例を示した斜視図
【図５０】図５０に示した表示素子の断面図
【図５１】裏板の別実施例を示した説明図
【図５２】裏板の別実施例を示した説明図
【図５３】図５２に示した別実施例の引き出し時と収納時の断面形状を示した図
【符号の説明】
【０１３６】
　１０…表示素子、１２…ディスプレイ装置、１４…本体部、１６…巻取軸、１８…巻取
はね、２２…裏板、１２６…梁部材、２２８…ピン、２３０…長孔、３３２…操作部、３
３４…電源スイッチ、５００…撮像装置、５３４…ＣＣＤ、５３６…ＣＰＵ



(21) JP 5108293 B2 2012.12.26

【図１】 【図２】

【図３】

【図４】 【図５】



(22) JP 5108293 B2 2012.12.26

【図６】

【図７】

【図８】

【図９】

【図１０】

【図１１】

【図１２】



(23) JP 5108293 B2 2012.12.26

【図１３】 【図１４】

【図１５】

【図１６】

【図１７】



(24) JP 5108293 B2 2012.12.26

【図１８】 【図１９】

【図２０】

【図２１】

【図２２】

【図２３】



(25) JP 5108293 B2 2012.12.26

【図２４】

【図２５】

【図２６】

【図２７】 【図２８】



(26) JP 5108293 B2 2012.12.26

【図２９】 【図３０】

【図３１】 【図３２】



(27) JP 5108293 B2 2012.12.26

【図３３】 【図３４】

【図３５】 【図３６】



(28) JP 5108293 B2 2012.12.26

【図３７】 【図３８】

【図３９】

【図４０】 【図４１】



(29) JP 5108293 B2 2012.12.26

【図４２】 【図４３】

【図４４】 【図４５】



(30) JP 5108293 B2 2012.12.26

【図４６】 【図４７】

【図４８】 【図４９】



(31) JP 5108293 B2 2012.12.26

【図５０】 【図５１】

【図５２】 【図５３】



(32) JP 5108293 B2 2012.12.26

10

フロントページの続き

(51)Int.Cl.                             ＦＩ                                                        
   Ｇ０３Ｂ  17/04     (2006.01)           Ｇ０３Ｂ  17/18    　　　Ｚ          　　　　　
   Ｇ０２Ｆ   1/1333   (2006.01)           Ｇ０３Ｂ  17/04    　　　　          　　　　　
   Ｈ０４Ｎ 101/00     (2006.01)           Ｇ０２Ｆ   1/1333  　　　　          　　　　　
   　　　　                                Ｈ０４Ｎ 101:00    　　　　          　　　　　

(56)参考文献  特開２００６－１１３５０４（ＪＰ，Ａ）　　　
              国際公開第２００５／０９１１１０（ＷＯ，Ａ１）　　
              特表２００６－５０７５４３（ＪＰ，Ａ）　　　
              米国特許出願公開第２００４／００５２０３７（ＵＳ，Ａ１）　　

(58)調査した分野(Int.Cl.，ＤＢ名)
              Ｇ０９Ｆ　　　９／００－９／４６
              Ｇ０２Ｆ　　　１／１３３３、１／１３３７、１／１５－１／１９


	biblio-graphic-data
	claims
	description
	drawings
	overflow

